
 

船舶事故調査報告書 

令和３年１２月２２日 

   運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年５月２５日 ０１時４５分ごろ 

発生場所 岩手県大船渡市大船渡港 

大船渡港珊琥
さ ん ご

島北灯台から真方位３２５°４００ｍ付近 

 （概位 北緯３９°０２.５′ 東経１４１°４３.５′） 

事故の概要 液化ガスばら積船第二十一光邦
こうほう

丸は、出航中、岸壁係留中のクレー

ン台船第十二菊
きく

栄
えい

丸、引船第二菊栄丸及び作業船第六菊栄丸に衝突し

た。 

事故調査の経過 令和３年６月１日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 液化ガスばら積船 第二十一光邦丸、９９９トン 

   １３５９９４、イイノガストランスポート株式会社（船舶所有

者）、岩崎汽船株式会社（船舶管理会社） 

Ｂ クレーン台船 第十二菊栄丸、不詳（長さ３５.０ｍ） 

船舶番号なし、株式会社菊池組 

Ｃ 引船 第二菊栄丸、１０トン 

２４３－１６７９２岩手、株式会社菊池組 

Ｄ 作業船 第六菊栄丸、５トン未満（長さ８.０ｍ） 

   ２７３－８４３４岩手、株式会社菊池組 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船団長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 球状船首部に凹損、右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部に凹損 

Ｃ 左舷船尾部に凹損、マスト部に曲損 

Ｄ 右舷船尾部に凹損及び亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、船長Ａが単独で船橋当直に就

き、専ら目視で見張りに当たり、珊琥島の西方のかき養殖場の西端に

設置された３基の黄色に点灯する簡易灯浮標に沿って緩やかに左転し

ながら出航するつもりで航行中、陸岸に係留船がいることを知らず

に、２番目の簡易灯浮標を確認することに注意を向け、陸岸に向けて

直進し、係留中のＢ船、Ｂ船の右舷側に係留中のＣ船及びＤ船に衝突

した。 

船長Ａは、珊琥島の東方海域に側方標識が設置された船舶の行き会



 

い可能な広い海域があったが、以前から、入航時に東方海域を、出航

時に西方海域を航行するものと思っていた。 

船長Ａは、珊琥島の西方海域を航行するに当たり、事前にＧＰＳプ

ロッター等に避航線や航行経路を設定しておらず、目視で簡易灯浮標

に沿って出航しようとしていたので、レーダーやＧＰＳプロッター等

の画面を確認していなかった。  

分析  

 

Ａ船は、出航中、船長Ａが、陸岸に係留中の船舶がいることを知ら

ずに珊琥島西方の養殖施設のみに注意を向けて陸岸に向かって航行を

続けたことから、係留中のＢ船、Ｃ船及びＤ船に衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が出航中、船長Ａが、陸岸に係留中の船舶が

いることを知らずに珊琥島西方の養殖施設のみに注意を向けて陸岸に

向かって航行を続けたため、係留中のＢ船、Ｃ船及びＤ船に衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、航路標識が整備された水路を航行することが望まし

い。 

 ・船長は、狭水道沿いの岸壁前面を航行する場合は、係留船の有無

を事前に確認すること。 

 ・船長は、狭水道を航行する場合、両岸の状況に注意を払うこと。 

 


